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岡
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（
一
）

　
明
治
二
年
五
月
二
十
八
日
の
布
告
は
政
府
紙
幣
発
行
量
に
つ
い
て
、

　
「
府
藩
県
石
高
拝
借
相
残
侯
分
有
之
侯
得
共
、
国
力
ニ
不
応
御
振
出
シ
相
成
侯
テ
ハ
弥
御
引
替
之
道
難
被
相
立
侯
二
付
、
前
件
三

　
千
二
百
五
拾
万
両
之
姉
御
振
出
断
然
被
差
止
」

と
述
べ
て
、
政
府
紙
幣
発
行
量
は
国
力
す
な
わ
ち
米
産
額
一
万
石
に
対
し
一
万
両
と
い
う
、
発
行
当
初
考
え
ら
れ
た
生
産
力
を
基
準

と
す
る
額
に
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
紙
幣
価
値
は
金
と
の
兌
換
性
を
維
持
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
金
価
格
を
基
準
と
し
て
安
定
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
が
同
時
に
表
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
い
ず
れ
の
こ
と
も
公
約

の
期
日
す
な
わ
ち
明
治
五
年
未
に
至
っ
て
も
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
兌
換
開
始
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
絶
え

ず
主
張
さ
れ
て
お
り
、
政
府
に
お
い
て
も
兌
換
準
備
金
蓄
積
へ
の
努
力
は
拾
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
（
１
）
　
「
貨
政
考
要
」
法
令
編
、
第
二
巻
、
一
七
頁
。
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（
二
）

　
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
三
日
、
大
蔵
大
臣
松
方
正
義
が
総
理
大
臣
山
県
有
朋
に
提
出
し
た
「
準
備
金
始
末
」
に
、

　
「
準
備
金
ノ
創
始
ハ
明
治
二
年
十
月
二
於
テ
政
府
発
行
紙
幣
証
券
並
二
公
債
証
書
ヲ
回
収
ス
ル
基
本
及
国
庫
ノ
予
備
ト
シ
テ
、
不

　
用
物
品
沽
却
代
其
他
正
租
雑
税
外
ノ
雑
収
入
ヲ
蓄
積
シ
、
之
レ
ヲ
積
立
金
ト
称
シ
タ
ル
ニ
起
リ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
明
治
二
年
十
月
に
は
政
府
紙
幣
兌
換
の
た
め
の
準
備
金
蓄
積
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
準
備
金
に

関
す
る
規
則
が
明
治
五
年
六
月
に
創
設
さ
れ
た
時
、
政
府
紙
幣
は
正
貨
と
兌
換
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
「
創
設
準
備

金
規
則
」
の
前
文
に
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

　
　
「
経
国
理
財
ノ
実
況
ニ
ョ
リ
紙
幣
証
券
又
ハ
公
債
証
書
ヲ
発
行
ス
ル
際
二
於
テ
ハ
、
殊
二
予
備
ノ
真
員
ヲ
貯
蓄
シ
精
確
ノ
方
法
ヲ

　
以
テ
之
レ
カ
資
用
ノ
制
ヲ
設
ケ
、
以
テ
証
券
ノ
兌
換
及
紙
幣
公
債
証
書
等
ノ
運
用
ヲ
回
護
ス
ル
ハ
実
二
大
蔵
ノ
要
務
ニ
シ
テ
、
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
モ
目
今
至
緊
至
重
ノ
件
ト
ス
」

　
こ
の
よ
う
に
政
府
紙
幣
の
価
値
を
安
定
せ
し
め
、
物
価
騰
貴
の
趨
勢
を
抑
制
す
る
に
は
、
政
府
紙
幣
の
正
貨
兌
換
を
開
始
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
原
理
が
認
め
ら
れ
、
準
備
金
制
度
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
年
九
月
に
大
阪
為
替
会
社
か
ら
、
十
月
に
東
京
横
浜
両
為
替
会
社
か
ら
、
さ
ら
に
十
て
月
に
は
京
都
為
替
会
社
か
ら
、
ま

た
二
年
末
以
降
大
津
・
神
戸
・
新
潟
・
敦
賀
の
四
為
替
会
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
金
券
は
正
貨
兌
換
券
で
あ
っ
た
。
ま
た
明
治
五
年
十

一
月
十
五
日
公
布
の
「
国
立
銀
行
条
例
」
に
よ
っ
て
発
行
を
許
さ
れ
た
国
立
銀
行
券
も
正
貨
兌
換
券
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
治
二
年
以
降
政
府
は
政
府
紙
幣
の
兌
換
を
開
始
す
る
た
め
の
準
備
金
の
充
実
を
は
か
り
、
ま
た
政
府
紙
幣
に
代
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位
さ
せ
る
た
め
に
、
為
替
会
社
あ
る
い
は
国
立
銀
行
等
の
金
融
機
関
を
通
じ
て
兌
換
銀
行
券
の
流
通
を
拡
大
す
る
こ
と
を
企
図
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
二
年
五
月
に
政
府
が
決
定
し
た
政
府
紙
幣
の
収
縮
と
そ
の
兌
換
開
始
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
安
定

通
貨
供
給
の
た
め
の
金
融
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
に
努
力
が
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
「
貨
政
考
要
」
も
、
政
府
の
紙
幣
兌
換
開
始
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
「
紙
幣
ノ
発
行
ハ
政
府
ノ
最
モ
好
マ
サ
ル
所
ニ
シ
テ
維
新
創
業
ノ
際
万
不
得
止
二
出
テ
タ
ル
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
早
晩
金
銀
ノ
世
界
二

　
回
復
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
、
発
行
ノ
初
二
於
テ
紙
幣
通
用
八
十
三
年
限
ナ
ル
コ
ト
ヲ
令
シ
、
或
ハ
大
阪
造
幣
寮
二
於
テ
新
貨
ヲ
鋳
造

　
シ
紙
幣
ト
兌
換
セ
ン
ト
布
告
シ
、
或
ハ
政
府
ノ
紙
幣
ハ
明
治
五
年
中
二
正
貨
二
引
換
ヘ
シ
、
若
シ
引
換
ヲ
フ
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
レ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
六
年
ョ
リ
年
六
分
ノ
利
子
ヲ
附
ス
ヘ
シ
ト
約
シ
、
人
民
二
向
テ
政
府
ノ
意
ノ
ア
ル
所
ヲ
示
シ
タ
リ
」

　
政
府
紙
幣
発
行
後
、
そ
の
価
値
が
安
定
し
な
い
こ
と
の
原
因
は
、
そ
れ
が
「
引
替
ハ
一
切
無
之
」
と
い
う
政
府
紙
幣
の
性
格
に
あ

る
と
し
て
、
政
府
紙
幣
を
兌
換
券
に
す
る
こ
と
が
、
そ
の
価
値
を
安
定
さ
せ
る
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
、
各
方
面
か

ら
提
起
さ
れ
た
。

　
横
浜
貿
易
商
人
関
戸
良
平
、
門
屋
幸
之
助
に
よ
る
政
府
紙
幣
兌
換
制
度
確
立
に
関
す
る
上
中
書
は
政
府
紙
幣
が
「
一
旦
引
替
差
支

其
信
を
失
候
節
は
、
詰
り
寸
尺
之
片
紙
に
比
き
も
の
に
候
」
と
、
政
府
紙
幣
の
正
貨
兌
換
開
始
を
強
調
し
て
い
る
〇
こ
の
よ
う
に
政

府
紙
幣
兌
換
の
必
要
性
を
説
く
意
見
は
、
政
府
だ
け
で
は
な
く
民
間
に
あ
っ
て
も
強
く
主
張
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
が
、
政
府

の
意
図
し
た
準
備
金
の
蓄
積
が
十
分
に
進
捗
せ
ず
、
明
治
五
年
末
に
ま
で
に
政
府
紙
幣
を
兌
換
す
る
と
い
う
布
告
は
実
行
不
可
能
に

な
っ
た
。

　
明
治
元
年
一
月
よ
り
同
八
年
六
月
ま
で
の
八
期
間
に
つ
い
て
の
「
決
算
報
告
書
」
に
ょ
る
と
、
政
府
紙
幣
の
互
換
を
終
了
す
る
予
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定
期
限
の
五
年
十
二
月
二
日
の
準
備
保
存
金
額
は
一
二
、
九
一
七
、
二
三
〇
円
余
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
金
額
は
準
備
金
の
総
額
で

は
な
い
と
注
釈
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
他
に
地
金
銀
及
び
公
債
証
書
の
購
入
あ
る
い
は
各
銀
行
へ
の
貸
金
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
明
治
八
年
六
月
未
日
の
準
備
金
総
額
は
二
四
、
四
一
六
、
二
五
七
円
と
決
算
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
準
備
金
保
有
額
は
一

七
、
六
三
四
、
〇
一
八
円
余
で
あ
り
、
そ
の
他
地
金
銀
公
債
証
書
其
外
の
形
で
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
は
六
、
七
八
二
、
二
三
八
円

余
に
す
ぎ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
「
ハ
期
間
歳
人
出
決
算
報
告
書
」
は
、
こ
れ
に
つ
い
て

　
　
「
七
年
及
ヒ
八
年
上
半
ノ
予
算
表
中
二
附
載
セ
ル
準
備
金
年
首
ノ
越
高
二
比
ス
レ
ハ
、
此
ノ
現
在
金
ハ
常
二
少
数
二
在
ル
ヲ
免
レ

　
　
　
　
　
㈲

　
サ
ル
ナ
リ
」

と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
紙
幣
兌
換
の
た
め
の
準
備
金
蓄
積
額
は
、
明
治
五
年
未
ま
で
に
政
府
紙
幣
の
正
貨
兌
換
を
完
了
す

る
目
的
に
は
き
わ
め
て
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
政
府
紙
幣
兌
換
の
公
約
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
年
十
月
よ
り
同
五
年
十
二
月
に
至
る
期

間
の
歳
人
出
決
算
に
つ
い
て
の
説
明
に
も
、
次
の
よ
う
に
兌
換
準
備
金
の
蓄
積
が
進
捗
し
な
か
っ
た
こ
と
の
弁
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。

　
　
「
茲
二
又
弁
明
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
紙
幣
発
行
ノ
事
是
ナ
リ
。
蓋
シ
新
紙
幣
ノ
発
行
八
百
五
指
貳
万
五
千
円
余
ハ
前
段

　
縷
述
セ
シ
如
ク
、
本
則
会
計
ノ
最
モ
困
難
二
際
ス
ル
ヲ
以
テ
一
時
ノ
国
用
ヲ
支
弁
シ
、
又
大
蔵
省
兌
換
証
券
ノ
発
行
六
百
八
指
万

　
円
ハ
当
時
新
貨
幣
ノ
鋳
造
未
タ
多
ガ
ラ
ス
、
且
世
人
旧
貨
幣
ノ
贋
造
多
キ
ヲ
厭
悪
ス
ル
ニ
由
り
一
時
之
ヲ
発
行
シ
金
融
ノ
壅
塞
ヲ

　
開
通
セ
リ
。
然
ル
ニ
太
政
官
札
発
行
已
来
当
時
廃
藩
ノ
後
ヲ
承
ケ
各
藩
札
ノ
流
通
高
ヲ
合
セ
各
種
紙
幣
ノ
国
内
各
地
方
二
散
布
セ

　
ル
総
計
ハ
大
凡
九
千
五
百
八
拾
万
円
余
ノ
巨
額
二
昇
リ
、
之
カ
為
メ
恰
当
ノ
準
備
金
ヲ
保
蓄
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
ノ
勢
二
馴
致
ス
ル
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ニ
由
リ
、
新
貨
幣
ヲ
以
テ
右
兌
換
証
券
等
ヲ
回
収
ス
ル
ニ
遑
ア
ラ
ス
。
乃
チ
本
期
ノ
末
尾
二
於
テ
保
蓄
ス
ル

　
所
ノ
準
備
金
ハ
上
編
二
記
載
セ
シ
如
ク
、
壱
千
貳
百
九
拾
壱
万
七
千
円
余
ニ
シ
テ
爾
来
倍
々
此
ノ
準
備
金
ヲ

　
増
殖
ス
ル
ノ
須
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
本
期
ノ
発
行
紙
幣
ヲ
直
チ
ュ
回
収
ス
ル
二
着
手
ス
ル
ヲ
得
サ
リ
シ
ナ
リ
。

　
其
他
開
拓
他
発
行
兌
換
証
券
貳
百
五
拾
万
円
ハ
該
使
事
務
拡
張
ノ
費
途
二
供
セ
ン
カ
為
メ
発
行
ス
ル
所
ノ
モ

　
ノ
ニ
シ
テ
、
其
際
直
チ
ニ
該
他
二
交
付
シ
其
返
納
ノ
期
ヲ
待
テ
償
却
二
付
ス
ル
モ
ノ
ト
為
ス
。
」

　
こ
の
準
備
金
に
つ
い
て
「
紙
幣
整
建
治
未
」
に
示
さ
れ
て
い
る
数
額
は
上
表
の
よ
う
で
、
「
決
算
報
告
書
」

の
も
の
と
は
相
違
し
て
い
る
。

　
「
造
幣
局
沿
革
誌
」
に
示
さ
れ
て
い
る
金
貨
幣
鋳
造
高
を
見

て
も
明
治
五
年
末
ま
で
に
は
わ
ず
か
に
二
六
、
三
〇
三
、
五
七

七
円
で
あ
り
、
開
港
場
に
限
っ
て
貿
易
取
引
に
無
制
限
支
払
手

段
と
す
る
た
め
に
鋳
造
さ
れ
た
一
円
銀
貨
も
三
、
六
八
五
、
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

四
九
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
紙
幣
は
明
治
二
年
五
月
の
布
告
以
後

も
収
縮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
増
発
の
傾
向
を
示
し
、
明

治
四
年
末
に
は
六
〇
、
二
七
二
、
〇
〇
〇
円
で
あ
り
、
同
五
年

末
に
は
六
、
八
四
〇
万
円
に
達
し
て
い
た
。

　
明
治
六
年
十
一
月
二
十
六
日
に
兵
庫
県
令
神
田
孝
平
が
渡
辺
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大
蔵
大
丞
宛
に
提
出
し
た
「
愚
見
十
二
条
」
に
、

　
　
「
紙
幣
甚
タ
多
キ
ェ
過
ク
、
宜
シ
ク
之
ヲ
減
シ
引
替
ノ
道
ヲ
開
手
、
民
間
ノ
勝
手
二
相
場
ヲ
立
サ
セ
候
様
ア
リ
タ
シ
、
併
シ
如
此

　
ク
セ
ン
ニ
ハ
容
易
ナ
ラ
ス
到
底
御
倹
約
第
一
急
務
ナ
ラ
ン
、
今
ノ
姿
ニ
テ
ハ
不
義
非
道
タ
ル
ヲ
免
レ
ス
」

と
政
府
紙
幣
発
行
高
の
過
剰
を
批
判
し
、
兌
換
開
始
の
急
務
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
語
調
を
見
て
も
、
政
府
紙
幣
を
収

縮
し
、
紙
幣
発
行
高
を
準
備
正
貨
の
増
減
に
応
じ
て
伸
縮
せ
し
め
る
と
い
う
政
府
の
通
貨
主
義
的
原
理
が
、
公
約
さ
れ
た
政
府
紙
幣

兌
換
開
始
の
時
期
か
ら
一
ヶ
年
経
過
し
て
も
、
実
行
に
移
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
が
高
ま
っ
て
い
た
情
勢
が
察
知

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
政
府
紙
幣
を
金
属
と
結
合
さ
せ
、
国
際
収
支
の
状
態
に
よ
る
金
銀
の
流
出
入
に
応
じ
て
国
内
通
貨
を
伸
縮
さ
せ
る
貨
幣
制
度
を
確

立
す
る
こ
と
が
、
物
価
安
定
の
緊
急
の
要
件
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
強
く
な
っ
て
来
た
の
は
、
明
治
六
、
七
年
の
頃
か
ら
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
明
治
二
年
以
降
年
々
輸
入
超
過
が
継
続
し
、
正
貨
流
出
額
は
明
治
六
年
に
は
一
、
九
九
五
、
八
五
二
円
で
あ
っ
た
が
、

同
七
年
に
は
八
、
五
二
六
、
七
五
二
円
、
同
八
年
に
は
九
、
一
三
〇
、
八
九
三
円
と
い
う
巨
額
に
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
国
内
通
貨

と
し
て
流
通
す
る
政
府
紙
幣
は
収
縮
す
る
こ
と
な
く
、
明
治
六
年
十
二
月
末
に
七
八
、
三
八
一
、
〇
一
四
円
で
あ
っ
た
の
が
、
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

七
年
未
に
は
九
一
、
九
〇
二
、
三
〇
四
円
、
同
八
年
未
に
は
一
〇
〇
、
三
六
二
、
〇
七
四
円
と
増
大
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
政
府
紙
幣
の
兌
換
制
が
実
施
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
正
貨
流
出
が
起
っ
た
場
合
、
国
内
流
通
貨
幣
量
は
減
少
し
、
物
価

の
下
落
、
輸
入
抑
制
の
状
態
が
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
政
府
紙
幣
の
流
通
量
は
正
貨
の
流
出
に
関
係
な
く
、
専
ら
財
政
的
必
要

に
し
た
が
っ
て
増
発
さ
れ
、
流
通
貨
幣
量
は
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
増
大
す
る
状
態
で
あ
っ
た
。

　
明
治
六
年
五
月
七
日
大
最
大
輪
井
上
馨
と
三
等
出
仕
渋
沢
栄
一
は
「
財
政
改
革
二
関
ス
ル
奏
議
」
を
提
出
し
た
。
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「
今
全
国
歳
入
ノ
総
額
ヲ
概
算
ス
レ
バ
、
四
千
万
円
ヲ
得
ル
ニ
過
ギ
ズ
。
而
シ
テ
予
ジ
メ
本
年
ノ
経
費
ヲ
推
計
ス
ル
ニ
、
一
変
故

　
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
モ
、
尚
ホ
五
千
万
円
に
及
フ
ベ
シ
。
然
用
一
歳
ノ
出
入
ヲ
比
較
シ
テ
、
既
二
一
千
万
円
ノ
不
足
ヲ
生
ズ
。
加
之
維

　
新
以
来
国
用
ノ
急
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
毎
歳
負
フ
所
ノ
用
途
モ
、
亦
将
二
一
千
万
円
ヲ
超
エ
ン
ト
ス
。
其
他
官
省
旧
藩
ノ
桔
幣
及
ビ
中

　
外
ノ
負
債
ヲ
挙
グ
ル
ニ
殆
ン
ド
一
億
二
千
万
円
ノ
巨
額
二
近
カ
カ
ラ
ン
ト
ス
。
故
二
之
ヲ
通
算
ス
レ
バ
、
政
府
現
今
ノ
負
債
実
ニ

　
一
債
四
千
万
円
ニ
シ
テ
、
償
却
ノ
道
未
ダ
立
タ
ザ
ル
者
ト
ス
。
然
則
速
ク
其
制
ヲ
設
ケ
テ
、
逐
次
之
ヲ
支
消
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
Ｌ

　
こ
の
建
議
は
計
算
上
事
実
と
相
違
す
る
点
少
か
ら
ず
と
い
う
理
由
で
建
議
書
は
そ
の
ま
ま
差
戻
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
建
議
が
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
た
め
政
府
の
財
政
政
策
を
批
判
す
る
議
論
が
沸
騰
す
る
に
至
っ
た
。
政
府
は
そ

の
信
用
を
維
持
す
る
た
め
に
、
明
治
六
年
六
月
九
日
「
歳
人
出
見
込
会
計
表
」
を
公
布
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
六
年
の
歳
入

総
計
は
四
八
、
七
三
六
、
八
八
三
円
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
歳
出
総
計
は
四
六
、
五
九
六
、
五
一
八
円
で
あ
っ
て
二
、
一
四
〇
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

三
六
四
円
余
の
剰
余
金
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
井
上
馨
、
渋
沢
栄
一
両
者
の
憂
慮
し
た
内
外
国
債
お
よ
び
紙
幣
の
償
還
に
つ
い
て
は
、

　
「
国
債
ノ
如
キ
ハ
内
外
ノ
両
債
ヲ
負
フ
ト
難
モ
、
外
債
ヲ
償
フ
ニ
ハ
諸
族
ノ
禄
制
ヲ
定
メ
有
余
ヲ
以
テ
不
足
ヲ
償
フ
ノ
規
ヲ
設
ケ

　
テ
以
テ
之
レ
ヲ
支
消
ス
ル
ノ
一
処
決
ア
リ
、
又
内
債
ノ
如
キ
ハ
之
レ
ニ
充
ル
モ
ノ
ア
リ
則
チ
政
府
ョ
リ
庶
民
へ
貸
出
セ
シ
金
穀
ナ

　
リ
、
又
紙
幣
ノ
発
行
ア
リ
ト
難
モ
之
レ
ニ
充
ル
ニ
準
備
金
卜
称
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
大
蔵
省
ノ
倉
庫
中
に
蔵
蓄
セ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
此

　
三
条
ノ
分
明
ナ
ル
解
説
ハ
不
日
精
細
二
調
査
シ
テ
公
布
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」

と
述
べ
て
い
る
の
み
で
、
国
債
お
よ
び
紙
幣
の
償
還
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
数
額
は
示
し
て
は
い
な
い
。
明
治
六
年
一
月
よ
り
同
年

十
二
月
ま
で
の
「
第
六
期
歳
人
出
決
算
表
」
に
も
「
本
表
中
第
八
款
紙
幣
発
行
ハ
木
期
二
収
支
ナ
キ
ヲ
以
テ
其
款
ヲ
設
ケ
ス
」
と
説
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明
し
、
決
算
剰
余
金
が
二
、
二
八
二
万
円
余
で
あ
っ
た
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
五
年
二
月
十
五
日
か
ら
、
旧
政
府
紙

幣
お
よ
び
旧
藩
札
と
交
換
す
る
た
め
に
発
行
さ
れ
た
新
紙
幣
が
、

　
　
「
明
治
元
年
ノ
冬
大
蔵
省
三
等
出
仕
渋
沢
栄
一
ノ
示
達
ヲ
以
テ
繰
替
貸
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
設
ケ
、
旧
紙
幣
回
収
ノ
為
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
新

　
紙
幣
八
百
万
円
ヲ
出
納
察
へ
交
付
シ
常
用
支
出
二
供
シ
、
又
新
紙
幣
元
拾
貳
万
五
千
四
百
四
十
四
円
余
ヲ
出
シ
テ
、
之
ヲ
西
京
、

　
大
阪
、
神
戸
為
替
会
社
二
貸
付
セ
シ
カ
、
七
年
八
月
二
十
二
目
大
裁
物
大
服
重
信
ョ
リ
出
納
頭
馬
渡
俊
邁
ヘ
ノ
達
二
因
リ
、
之
ヲ

　
発
行
紙
幣
ト
ハ
エ
シ
ク
国
債
ノ
部
内
二
算
人
シ
タ
リ
、
是
二
於
テ
又
新
紙
幣
ノ
発
行
高
ヲ
シ
テ
当
初
ノ
目
的
ョ
リ
八
百
五
拾
弐
万
五

　
千
四
百
四
拾
四
円
余
ノ
増
加
ヲ
生
セ
シ
メ
タ
リ
」

と
、
「
貨
政
考
要
」
は
明
治
元
年
か
ら
七
年
の
間
に
、
発
行
高
を
公
表
さ
れ
な
い
政
府
紙
幣
発
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
公
示
外
の
政
府
紙
幣
の
発
行
が
、
明
治
六
年
頃
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
三
年
二
月
に

　
「
八
期
間
歳
人
出
決
算
報
告
書
」
が
頒
布
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
府
紙
幣
発
行
方
法
に
つ
い
て
、
当

然
非
難
が
な
さ
れ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
「
貨
政
考
要
」
に
は
次
の
よ
う
に
激
し
い
表
現
に
よ
る
批
判
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。

　
「
一
タ
ヒ
不
換
紙
幣
ヲ
発
行
ス
レ
ハ
、
益
其
発
行
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
傾
向
ヲ
生
ス
ル
ノ
通
理
、
是
二
於
テ
判
然
タ
リ
ト
謂
ブ
ヘ
シ
、

　
然
り
而
シ
テ
此
傾
向
ハ
確
乎
不
撓
ノ
精
神
ト
経
国
済
民
ノ
偉
才
ヲ
有
ス
ル
財
政
家
ニ
ア
ラ
サ
ル
ョ
リ
ハ
決
シ
テ
其
挽
回
ノ
大
功
ヲ

　
奏
皮
ス
ル
能
ハ
サ
ル
コ
ト
、
彼
ノ
紙
幣
ノ
発
行
二
経
験
多
キ
欧
米
各
国
ノ
実
歴
二
徴
シ
テ
明
白
ナ
リ
ト
ス
」
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（
三
）

　
政
府
紙
幣
の
流
通
高
が
逐
年
増
加
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
準
備
金
の
増
加
が
そ
れ
に
と
も
な
わ
ず
、
政
府
紙
幣
の
兌
換
開
始
が

延
期
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
政
府
の
財
政
政
策
、
通
貨
政
策
に
対
す
る
批
判
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
大
蔵
卿
大
隈
重
信
が
財
政
の
確
立
に
つ
い
て
の
意
見
を
発
表
し
た
の
は
、
明
治
八
年
一
月
の
「
収
入
支
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出
ノ
源
流
ヲ
情
マ
シ
理
財
会
計
ノ
根
本
ヲ
立
ツ
ル
ノ
議
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
歳
入
と
歳
出
の
基
本
的
な
整
備
を
行
な
い
、

歳
入
の
増
加
と
歳
出
の
節
約
の
方
策
を
提
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歳
入
の
基
本
と
な
る
も
の
は
租
税
で
あ
る
が
、

租
税
制
度
が
地
租
を
中
心
と
す
る
直
接
税
制
度
で
あ
る
の
で
納
税
者
の
疾
通
感
を
強
く
し
、
こ
れ
を
改
正
し
よ
う
と
し
て
も
容
易
に

実
施
で
き
ず
歳
入
を
増
加
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
、
し
か
し
間
接
税
は
物
価
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
売
買
取
引
の
納

税
者
に
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
の
ず
か
ら
償
却
さ
れ
て
、
歳
入
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
、
間
接

税
に
重
点
を
お
く
税
制
を
推
奨
し
て
い
る
。
そ
の
間
接
税
の
主
体
を
な
す
べ
き
も
の
は
関
税
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
関
税
に
つ
い

て
は
通
商
条
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
た
め
に
関
税
自
主
権
が
な
く
、
保
護
税
を
施
行
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
。

　
経
済
政
策
の
基
本
原
理
は
国
内
の
産
業
を
奨
励
し
産
出
量
を
増
大
し
、
輸
入
を
抑
制
し
て
正
貨
濫
出
を
防
ぎ
、
国
際
収
支
を
均
衡

せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
初
年
以
来
財
政
資
金
に
よ
っ
て
建
設
し
て
き
た
鉄
道
、
電
信
、
灯
台
、
郵
便
等
の
事
業
も

い
ま
だ
充
分
な
所
得
効
果
を
現
わ
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
官
営
事
業
に
必
要
と
す
る
器
材
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
み
な
ら
ず
、
消
費
物
資
を
す
ら
輸
入
す
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
国
際
収
支
の
支
払
超
過
が
続
き
、
明
治
二

年
以
降
の
正
貨
流
出
額
は
年
平
均
七
四
七
万
円
余
、
通
計
三
、
七
三
七
万
円
余
に
達
し
た
。
こ
の
正
貨
流
出
が
政
府
紙
幣
の
信
用
を

崩
す
原
因
と
な
り
、
惹
い
て
は
資
金
流
動
を
阻
害
す
る
原
因
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　
大
隈
堂
信
の
意
見
は
、
国
内
通
貨
で
あ
る
政
府
紙
幣
の
流
通
を
阻
害
し
て
い
る
根
本
的
な
原
因
は
国
際
収
支
の
逆
調
に
よ
る
正
貨

流
出
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
貨
流
出
を
抑
制
す
る
方
法
と
し
て
は
保
護
関
税
政
策
を
実
施
す
る
権
力
を
わ
が
国
に
回
収
す
る
こ

と
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
通
商
条
約
の
改
正
と
い
う
困
難
な
国
際
的
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
約
改
正
は
短
期

間
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
方
策
と
し
て
輸
入
品
に
特
別
の
営
業
税
を
賦
課
し
、
ま
た
各
官
省
の
需
用
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品
を
で
き
る
限
り
国
産
品
に
よ
っ
て
充
足
す
る
よ
う
努
力
せ
し
め
、
も
し
外
国
製
品
を
他
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
輸
入
を
大
蔵
省

に
お
い
て
管
理
す
る
制
度
を
定
め
て
、
正
貨
流
出
を
防
禦
す
る
政
策
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
提
唱
し
て
い
る
。

　
一
方
国
内
産
業
を
奨
励
し
、
国
産
品
の
供
給
増
加
を
は
が
る
た
め
に
資
金
の
流
動
を
円
滑
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
資

金
供
給
を
行
な
う
べ
き
金
融
機
関
が
十
分
発
達
し
て
い
な
い
の
で
、
政
府
が
代
わ
っ
て
資
金
供
給
の
方
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
資
金
は
公
債
を
募
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
、
海
運
の
発
展
、
鉄
道
の
建
設
、
生
産
の
増
大
等
「
国
産

復
生
ノ
資
本
又
ハ
国
益
興
隆
ノ
事
業
」
に
融
資
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
方
策
に
よ
っ
て
、
大
隈
重
信
は
輸
入
抑
制
、
生
産
増
大
を
も
た
ら
し
、
輸
出
入
を
平
均
せ
し
め
て
、
紙
幣
価
値
を
低
下

せ
し
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
正
貨
の
濫
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
の
通
貨
政
策
に

対
す
る
批
判
の
焦
点
で
あ
っ
た
国
債
、
紙
幣
の
償
却
、
紙
幣
の
兌
換
開
始
の
問
題
に
つ
い
て
は
答
え
て
い
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
正
貨
の

流
出
が
政
府
紙
幣
の
価
値
低
下
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
弊
害
を
除
く
た
め
に
輸
出
入
を
平
均
せ
し
め
る
方
策
の
必
要
性

を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
見
書
を
補
足
修
正
す
る
も
の
と
し
て
、
同
年
九
月
に
も
大
隈
重
信
は
「
天
下
ノ
経
済
ヲ
謀
り
国
家
ノ
会
計
ヲ
立
ツ
ル
ノ

議
」
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
に
お
い
て
も
、
輸
出
入
が
平
均
を
失
な
い
正
貨
が
濫
出
す
る
こ
と
が
現
在
の
一
大
弊
患
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
弊
害
が
生
じ
る
原
因
は
運
輸
の
便
が
開
け
ず
、
金
融
の
道
が
閉
塞
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
国
内
の
商
工
業
が
発
展
せ
ず
、
生
産
の
増
殖
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
運
輸
の
便
を
開
く
に
は
道
路
、
橋
梁
、
海
港
、
堤
防
等
を
疏
通
し
、
改
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
社
会
資
本
の
形
成
に

必
要
な
財
源
と
し
て
は
新
た
に
分
頭
税
を
起
す
べ
き
で
あ
る
。
分
頭
税
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
直
接
税
の
最
も
き
び
し
い
も
の
で
あ
る
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と
い
う
非
難
が
予
想
さ
れ
る
が
、
道
路
、
橋
梁
、
堤
防
等
公
共
の
便
益
を
与
え
る
物
件
の
費
用
は
そ
の
便
益
を
享
受
す
る
公
衆
が
負

担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
分
頭
税
の
賦
課
は
妥
当
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
（
こ
れ
は
、
一
月
の
建
議
で
は
直
接
税
を
軽
く
し
て

間
接
税
を
重
く
す
る
こ
と
が
徴
税
方
法
と
し
て
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
異
っ
た
立
場
を
表
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
）

　
商
工
業
が
萎
縮
し
て
い
る
の
は
金
融
の
閉
塞
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
発
展
を
促
進
す
る
た
め
に
は
全
国
的
な
資
本
流
動
を

可
能
に
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
納
寮
出
張
所
を
各
地
に
置
き
、
利
付
預
り
金
所
お
よ
び
不
動
産

預
り
所
を
官
設
し
て
、
財
政
剰
余
金
を
農
商
業
そ
の
他
の
資
本
に
融
資
す
る
機
関
と
し
よ
う
と
す
る
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
大
隈
重
信
は
資
金
の
供
給
が
経
済
発
展
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
政
府
紙
幣
の
兌
換
を
早
急
に
開
始
す
る
こ
と
の

必
要
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
、
明
治
初
期
の
資
金
供
給
政
策
の
効
果
に
つ
い
て
、

　
　
「
紙
幣
価
格
減
削
セ
リ
ト
難
ト
モ
、
一
時
巨
万
ノ
貨
幣
民
間
二
流
出
散
布
シ
、
運
動
ヲ
ナ
シ
流
通
ヲ
助
ケ
、
所
謂
金
融
ノ
道
二
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
補
ア
ル
又
知
ル
ベ
キ
ノ
ミ
、
今
ヤ
一
朝
之
ヲ
廃
停
シ
復
タ
是
等
ノ
挙
ア
ル
ナ
シ
」

と
、
政
府
紙
幣
に
よ
る
資
金
供
給
策
が
経
済
発
展
に
対
し
て
積
極
的
な
効
果
の
あ
っ
た
こ
と
を
説
き
、
「
現
今
ノ
危
着
（
即
チ
輸
出
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈

ノ
平
均
ヲ
獲
、
現
貨
濫
出
ノ
弊
害
ヲ
救
フ
ノ
事
）
」
は
、
国
内
産
業
の
発
展
を
刺
激
す
る
通
貨
政
策
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
同
年
十
月
に
大
隈
重
信
は
、
前
に
提
出
し
た
二
回
の
建
議
を
総
合
し
て
「
国
家
理
財
ノ
根
本
ヲ
確
立
ス
ル
ノ
議
」
を
提
出

し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
彼
の
資
金
供
給
政
策
は
、
政
府
紙
幣
の
兌
換
開
始
の
目
的
を
完
全
に
抛
棄
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。

　
正
貨
の
流
出
が
金
融
閉
塞
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
正
貨
流
出
を
激
し
く
し
て
い
る
原
因
は
次
の
三
点
に
あ
る
。
（
一
）
貿
易
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決
済
に
は
洋
銀
を
使
用
し
国
内
取
引
決
済
に
は
紙
幣
を
用
い
て
い
る
た
め
、
金
貨
は
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
、
（
二
）
し
か

も
、
わ
が
国
の
金
銀
比
価
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
そ
れ
に
比
較
し
て
、
金
が
低
価
に
お
か
れ
て
お
り
、
（
三
）
さ
ら
に
、
年
々
輸
入
超
過

が
継
続
し
て
い
る
た
め
に
、
国
際
収
支
が
常
に
支
払
超
過
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
正
貨
流
出
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
方
策
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
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右
の
よ
う
に
十
ケ
条
を
列
挙
し
て
正
貨
の
流
出
を
防
止
し
、
政
府
紙
幣
の
価
値
を
安
定
せ
し
め
る
た
め
に
兌
換
準
備
金
を
蓄
積
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
方
法
を
提
案
し
て
い
る
が
、
政
府
紙
幣
の
兌
換
開
始
の
時
期
に
つ
い
て
は
何
ら
の
提

案
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
方
策
の
効
果
は
、

　
「
百
端
並
ヒ
挙
リ
、
諸
業
共
二
興
リ
、
前
後
相
応
シ
、
首
尾
相
協
ヒ
、
事
永
遠
ヲ
期
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
能
ハ
ス
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
短
期
間
に
は
現
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
「
人
民
ノ
智
識
ヲ
広
伸
シ
、
運
輸
ノ
便
ヲ
開
キ
、
所
有
ノ
権
利
ヲ
固
フ
シ
、
此
民
ヲ
シ
テ
奮
発
興
起
ノ
意
ヲ
生
シ
、
百
業
勃
興
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
シ
ム
ル
ノ
方
略
ヲ
以
テ
切
要
ト
ス
」

と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
建
議
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
隈
重
信
の
通
貨
政
策
は
政
府
紙
幣
の
兌
換
開
始

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
短
期
間
に
正
貨
兌
換
を
実
施
す
べ
し
と
す
る
意
見
に
は
同
調
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
大
隈
の
通

貨
政
策
は
経
済
の
発
展
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
政
府
紙
幣
の
供
給
を
行
な
い
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
国
民
産
出
量
を
増
殖
し
、
輸
入

を
抑
制
し
て
国
際
収
支
を
均
衡
せ
し
め
、
正
貨
の
流
出
を
防
止
し
、
そ
の
結
果
政
府
紙
幣
の
価
値
を
安
定
さ
せ
る
基
礎
を
確
保
し
よ

う
と
す
る
、
長
期
的
な
構
想
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察
知
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ご
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
隈
重
信
が
明
治
八
年
七
月
二
十
日
太
政
大
臣
に
提
出
し
た
「
税
関
収
入
金
之
儀
に
付
正
院
へ
御
上
申
案

左
二
取
調
相
伺
候
也
」
と
い
う
伺
書
を
見
る
と
、
大
隈
重
信
は
、
金
貨
の
流
出
が
紙
幣
の
信
用
を
失
な
わ
し
め
る
原
因
で
あ
る
の
で

紙
幣
価
値
を
維
持
す
る
に
は
兌
換
請
求
に
応
ず
る
だ
け
の
正
貨
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

Ｉ
　
Ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
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て
、
大
隈
の
通
貨
供
給
政
策
に
関
す
る
主
張
は
、
政
府
資
金
を
融
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
産
業
を
発
展
せ
し
め
、
国
際
収
支
の

改
善
を
は
か
り
、
正
貨
の
流
出
を
防
止
し
て
紙
幣
価
値
の
維
持
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
純

に
政
府
紙
幣
の
発
行
高
を
削
減
し
、
デ
フ
レ
政
策
に
よ
っ
て
準
備
正
貨
を
蓄
積
し
て
、
政
府
紙
幣
の
兌
換
を
早
急
に
実
施
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
通
貨
収
縮
に
よ
る
商
工
業
の
沈
滞
を
も
た
ら
す
こ
と
を
避
け
、
む
し
ろ
再
生
産
的
効
果
を
も
つ
部
門
へ

の
政
府
資
金
の
豊
富
な
供
給
に
よ
っ
て
、
社
会
資
本
の
形
成
、
産
出
量
の
増
大
、
国
際
収
支
の
改
善
、
正
貨
流
出
の
防
止
を
実
現

し
、
紙
幣
価
値
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
通
貨
政
策
は
、
政
府
紙
幣
発
行
量
を

規
制
す
る
原
則
を
定
め
る
場
合
に
は
、
社
会
資
本
の
形
成
国
内
産
業
の
発
展
に
必
要
と
す
る
資
金
需
要
の
充
足
を
重
視
し
、
紙
幣
価

値
安
定
の
基
礎
を
求
め
る
場
合
に
は
、
国
際
収
支
の
均
衡
に
よ
る
兌
換
準
備
正
貨
の
蓄
積
が
基
本
的
条
件
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
政
府
紙
幣
発
行
量
が
過
剰
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
銀
行
主
義
的
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
紙
幣
価
値

低
落
の
問
題
に
関
す
る
非
難
に
対
し
て
は
通
貨
主
義
的
原
理
に
も
と
づ
く
解
明
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
銀
行

主
義
と
通
貨
主
義
の
ふ
た
つ
の
原
理
が
大
隈
重
信
の
通
貨
政
策
の
中
で
は
対
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
政
府
紙
幣
の
発
行
量
規
制

と
そ
の
価
値
安
定
の
両
側
面
に
つ
い
て
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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